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農業経営規模の拡大を
目指す方へ

国では、農業経営規模の拡大を目指す農
業者に対して、畦

けいはん
畔除去や暗

あんきょ
渠排水設置

などを行う場合、その規模に応じて補助
金を交付する農地耕作条件改善事業を実
施しています。令和６年度に事業実施を
予定している方のうち、下記に該当する
方は、事業計画状況などを把握するため
産業経済課にお知らせください。
▶対象事業：田 ( 畑 ) の区画拡大、暗渠
排水、湧

ゆうすい
水処理、末端畑地かんがい施設、

土層改良、更新整備、畑作転換工、水田
貯留機能向上
▶対象：認定農業者、認定新規就農者お
よび人・農地プランに中心経営体として
位置付けられている地域の担い手の方
▶対象要件　
〇対象事業を自らが施工すること（委託
は不可）
〇現況地目が「田」または「畑」であり、
かつ市内農業振興地域農用地区域内の農
地であること
〇事業実施後８年間は転用しないこと（８
年以内に転用した場合には、転用した面
積分の補助金を返還していただきます）
〇事業を実施する方が耕作予定の農地であ
ること（原則、自作地や中間管理機構へ貸
付を行っている農地は対象外となります）
〇実施農地を令和６年度内に農地中間管
理機構に貸付すること
※既に農地中間管理機構へ貸付を行って
いる農地は補助対象外となります。
※事業計画のある方は、調査書作成のた
め聞き取りを行いますので、産業経済課
窓口までお越しください。今回の調査は
事業計画状況を把握し国へ報告すること
を目的としています。
▶受付期間：10 月２日㈪～ 27 日㈮午前
９時～午後５時まで ※土・日・祝日を除く
問 谷和原庁舎産業経済課（内線 3102）

令和６年度保育施設
利用申し込みを受け付けます

令和 6 年 4 月入所希望者の認可保育施設
（保育所（園）、認定こども園（幼稚園部
を除く）、小規模保育、事業所内保育）の
利用申し込みを受け付けます。
▶受付期間：10 月 23 日㈪ 午前 0 時～
11 月 5 日㈰ 午後 11 時 59 分
▶申込方法：電子申請

（受付期間内に、市ホームペー
ジからお申し込みください）
※住民票の異動を伴わない市外の認可保
育施設の申請は、みらいこども課で受け
付けます。
※特別な事情により電子申請が困難な場
合は、みらいこども課へご相談ください。
※令和 6 年 5 月入所以降の申し込みは、
受付期間が異なりますので、10 月 2 日㈪
から配布予定の「令和 6 年度版つくばみ

本市では、アライグマによる農作物や家
屋などへの被害防止を目的に、捕獲用の
箱わなを貸し出しています。
▶貸出期間：原則、箱わな１基を 1 週間
※数に限りがありますので、貸し出しを
お待ちいただく場合があります。
▶使用料：無料
▶申請方法：産業経済課窓口または電話に
てお申し込みください。設置および回収は
市職員が行います。※申請、設置および回
収は、土・日・祝日を除く開庁時のみ
▶注意点：アライグマ以外の小動物（タヌ
キやハクビシンなど）の捕獲を目的とした
箱わなの設置および回収はできません。
※アライグマ類似種との比較画像など、
詳しくは県ホームページ
をご確認ください。
問 谷和原庁舎産業経済課

（内線 3102）

アライグマ捕獲用わなを
貸し出しています

▶受付期間：10 月 17 日㈫ 午前９時～
24 日㈫ 午後４時
▶申込方法：電子申請、または入園を希
望する園に入園願書を直接提出
※ 10 月 26 日㈭、市ホームページで募集結
果および抽選会の有無をお知らせします。
▶募集人数（９月１日現在。４・５歳児
の募集人数は、転出入などにより変動す
る場合があります）

※入園資格や通園区域など
詳しくは市ホームページ、
または学校総務課や各園で
配布している募集要項をご覧ください。
問 教育委員会庁舎学校総務課（内線 7106）
わかくさ幼稚園　☎ 0297 ‐ 58 ‐ 0014
すみれ幼稚園　☎ 0297 ‐ 58 ‐ 3425
谷和原幼稚園　☎ 0297 ‐ 52 ‐ 2330

令和 6 年度市立幼稚園
入園申し込みを受け付けます

幼稚園 年少組
（3歳児）

年中組
（4歳児）

年長組
（5歳児）

わかくさ幼稚園
（下島 422） 60 人 40 人 30 人

すみれ幼稚園
（足高 1313） 40 人 10 人 15 人

谷和原幼稚園
（上小目 600） 60 人 34 人 33 人

らい市保育施設の利用案内」をご確認く
ださい。市ホームページからもご確認い
ただけます。
▶配布場所：伊奈庁舎みらいこども課、
谷和原庁舎市民窓口課、保健福祉センター
内健康増進課、みらい平市民センター内

「おやこ・まるまるサポートセンター」
▶認可保育施設の利用基準：保護者が仕
事や病気、出産、介護などの理由でお子
さんを保育できない場合
※利用調整（選考）は、保育の必要性（優
先度）の高い順に希望施設の中から利用
先を決定します。
問 伊奈庁舎みらいこども課（内線 4206、
4208、4209）
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問 つくばみらい市役所（代表）　☎0297 ‐ 58 ‐ 211118


